
生駒市規則第１号 

生駒市自動車駐車場条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２７年１月９日 

生駒市長 山 下  真    

 

生駒市自動車駐車場条例施行規則の一部を改正する規則 

 生駒市自動車駐車場条例施行規則（平成２０年２月生駒市規則第２号）の一部

を次のように改正する。 

 第７条第２項中「様式第３号」の次に「及び様式第３号の２」を加える。 

 別表第３中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第３（第７条関係） 

定期券の種類 有効期間 駐車料金の額 

生駒駅南自動車駐車場 全日定期券 １月 １４，０００円 

３月 ４２，０００円 

６月 ８４，０００円 

平日定期券 １月 １２，０００円 

３月 ３６，０００円 

６月 ７２，０００円 

夜間定期券 １月 １０，０００円 

３月 ３０，０００円 

６月 ６０，０００円 

ベルテラスいこま自動車駐車場 全日定期券 １月 ２１，０００円 

３月 ６３，０００円 

６月 １２６，０００円 

 様式第３号の次に次の１様式を加える。 



様式第３号の２（第７条―第９条関係） 

（表面）           （裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 この規則は、平成２７年３月１日から施行する。 
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